
 
 

 

穂北づくり協議会規約 

 

第１章 総則 

（ 名 称 ） 

第１条 この会は、穂北づくり協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（ 目 的 ） 

第２条 協議会は、住民相互の協力と連携及び行政と協働することにより、地域住民自らが住みよ

い地域社会を築くことを目的とする。 

（ 区 域 ） 

第３条 協議会の区域（以下「地域」という。）は、おおむね穂北小学校区及び茶臼原小学校区の区

域内とする。 

（ 事務所の位置 ） 

第 4条 協議会の事務所は、穂北地区館内に置く。 

（ 活 動 ） 

第 5条 協議会は第２条の目的を達成するため、次の部会を設置することができる。 

（１） 総務広報部会 

（２） 子ども未来部会 

（３） ふれあい交流部会 

２ 前項に掲げる部会活動のほか、その目的達成のために必要な事業。 

 

第２章 組織 

（ 会 員 ） 

第 6条 協議会の会員は、次の者をもって組織する。 

（１） 地域に居住する住民 

（２） 地域の組織（消防団等）、地域に住所を置く事業所の職員及び団体の構成員 

（３） その他会長が必要と認める者 

（ 役 員 ） 

第７条 協議会には、次の役員を置く。 

  （１）会長     １名 

  （２）副会長    ２名 

  （３）部会長   各１名 

  （４）事務局長   １名 

  （５）監事     ２名 

２ 役員は、代議員構成員のうち区長会連絡協議会長、自治公民館連絡協議会長、民生委員児童委

員連絡協議会長、学校・ＰＴＡ関係代表者及び消防団関係代表者により構成される選考委員会にお

いて選考（部会長は、第１６条第４項の規定による。）し、第１３条に規定する総会の承認を得るも

のとする。 

 

 

 

 



 
 

（ 役員の職務 ） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

３ 部会長は、部会を総括する。また、部会員の意見を集約し、役員会に提案するとともに、役員 

会の審議内容を部会に報告する。 

４ 事務局長は、会長の指揮を受け、協議会の事務及び会計を総括する。 

５ 監事は、協議会の会計を監査する。 

（ 役員の任期 ） 

第９条 役員の任期は、２年とし、再任は妨げない。ただし、総会において次期役員が選出される

までの間は継続するものとする。 

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（ 事務局 ） 

第 10 条 事務局に若干名の事務局員を置く事ができる。 

 

第３章 会議 

（ 会 議 ） 

第 11 条 協議会の会議は、総会、役員会及び部会とする。 

（ 会議の開催及び運営 ） 

第 12 条 前条の総会、役員会は会長が招集し、部会は部会長が招集する。 

２ 会議は各会議の構成員の過半数以上の出席（委任状を含む）で成立する。 

３ 会議は公開を原則として、会議議題等は事前に周知する。 

４ 会議の議事は、出席者の過半数の同意で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（ 総 会 ） 

第 13 条 総会は、会員の代議員をもって構成する。 

２ 総会は、年１回とし、必要に応じて臨時会を開催する。 

３ 代議員の選出基準については、別に定める。 

４ 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

  （１）事業計画・事業報告に関する事項 

  （２）予算・決算に関する事項 

  （３）規約の改廃等に関する事項 

  （４）役員の承認に関する事項 

  （５）その他協議会の運営に関し、必要と認められる事項 

５ 総会の議長は会長が務めるものとする。 

（総会の書面決議） 

第 13条の 2 会長は、総会を招集することができない特別な事情があると認めたときは、 

書面にて総会を行うことができる。この場合、議決権の行使は、議案に対する賛否を記載 

できる書面表決書により行う。書面表決書の未提出については棄権したものとみなし、 

白紙提出は賛成に含むものとする。 

（総会の議事録） 

第 14条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 日時及び場所 

（２） 会員の現在数及び出席者数（委任者を含む。） 

（３） 開催目的、審議事項及び議決事項 

（４） 議事の経過の概要及びその結果 

（５） 議事録署名人の選任に関する事項 

 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名押印しなけれ



 
 

ばならない。 

（ 役員会 ） 

第 15 条 役員会は、会長、副会長、部会長、事務局長で構成し、総会で決定した事項とその事務を

行う。 

２ 役員会は、必要に応じて副部会長等を含めて拡大役員会を開催することができる。 

３ 役員会は、次の事項について協議する。 

（１）協議会の運営に関する事項 

（２）年間事業計画の策定に関する事項 

（３）予算・決算の作成及び予算の更正に関する事項 

（４）規約の改廃及び規則の制定又は改廃に関する事項 

（５）部会活動の支援及び助言に関する事項 

（６）行政機関等に関する案件の処理及び実行を促進する事項 

（７）その他会長が必要と認める事項 

（ 部 会 ） 

第 16 条 部会は、地域で必要な活動方針を計画し、総会に提案する。地区や各種団体と協力し、地

域住民とともに活動を行う。 

２ 部会員は会員の中から本人の希望または会長の指名で決定する。 

３ 部会には、部会長及び副部会長を若干名置く。 

４ 部会長及び副部会長は、部会員の互選で選出する。 

（ 部会間の調整 ） 

第 17 条 部会間の調整は、役員会で行う。 

 

第 4 章 財務 

（ 経 費 ） 

第 18 条 協議会の運営に要する経費は、交付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

（ 会計年度 ） 

第 19 条 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

第 5 章 雑則 

（ 規約の変更 ） 

第 20 条 この規約を変更するには、第 12条の第４項の規定にかかわらず、総会出席者の３分の２

以上の同意を得なければならない。 

（ 解 散 ） 

第 21 条 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会出席者の３分の２以上の承認を得なければな

らない。 

（ 委 任 ） 

第 22 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会

長が定める。 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

附 則 

１  この規約は、平成２１年１１月２２日から施行する。 

２  設立当初の役員の任期は、第９条の規定にかかわらず平成２３年３月３１日までとする。 

３  平成２１年度の会計年度は、第２０条の規定にかかわらず施行の日から翌年３月３１日まで

とする。 

４  この規約の改正は、平成２２年４月２４日から施行する。（第９条関連） 

５  この規約の改正は、平成２４年４月２１日から施行する。（第１８条、第１９条関連） 

６  この規約の改正は、平成２６年４月２６日から施行する。（第１５条関連） 

７  この規約の改正は、平成２７年４月２５日から施行する。（第５条、第７条、第１６条関連） 

８  この規約の改正は、令和２年４月２０日から施行する。（第７条、第１１条、第１２条、 

第１３条、第１４条、第１５条、第１６条、第１７条関連） 

９  この規約の改正は、令和３年４月１９日から施行する。（第１３条の２関連） 

１０ この規約の改正は、令和８年４月２０日から施行する。（第５条関連） 

 

 

別表1（第13条関係 代議員）     

各 種 団 体 名 人数 各 種 団 体 名 人数 

1 穂北地区区長連絡協議会 14 9 食生活改善推進委員 1 

2 穂北地区自治公民館連絡協議会 25 10 穂北地区猟友会 1 

3 穂北地区民生委員児童委員協議会 3 11 穂北小学校 1 

4 穂北地区消防団第2分団 4 12 穂北小学校ＰＴＡ会長 1 

5 ＪＡ関係 4 13 茶臼原小学校 1 

6 穂北の子どもを育てる会 1 14 茶臼原小学校ＰＴＡ会長 1 

7 交通安全指導員 1 15 西都ふたば幼稚園 1 

8 穂北地区体育振興会 1 16 穂北保育園 1 

 

 合計61名 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


